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１ 【提出理由】

 当社において、特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の

開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。　

　

２ 【報告内容】

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

① 名称　　　　　　　 思美定(寧波)汽車新材料有限公司

                   （英語名：Cemedine(Ningbo)Auto New Material Co., Ltd.）

② 住所               中国浙江省寧波杭州湾新区濱海三路住西規划支路

                   （浙江艾迪雅科技股份有限公司内）

③ 代表者の氏名　　　　董事長　　渡邊政之

　　　　　　　　　　（当社連結子会社セメダインオートモーティブ代表取締役副社長）

④ 資本金の額　　　　　2,800万人民元

⑤ 事業の内容　　　　　自動車用接着剤、シーリング材、特殊塗料の開発、製造，販売

　

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主

の議決権に対する割合

① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数（出資金額）

異動前　　　　　　 　　―

異動後　　　　　　　1,596万人民元（うち間接所有分　1,596万人民元）

② 当該特定子会社の総株主の議決権に対する割合

異動前　　　　　　 　　―

異動後　　　　      57.0％（うち間接所有分　57.0％）

　

(3) 当該異動の理由及びその年月日

① 異動の理由

中国での自動車生産台数は今後も大きな成長が見込まれ、当社グループとしても拡大するマーケッ

トに対応する必要があります。

そこで、現地自動車メーカーの要求仕様に合わせた製品を現地で製造・改良することを可能とする

ために、浙江省寧波杭州湾新区にある接着剤メーカーの浙江艾迪雅科技股份有限公司社と当社連結子

会社でありますセメダインオートモーティブ社との間で、現地自動車メーカー向けの接着剤を製造す

る合弁会社を設立いたしました。

思美定(寧波)汽車新材料有限公司の資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以上に相当する

ため、当該会社は当社の特定子会社に該当することとなりました。

② 異動の年月日

平成25年９月18日
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